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新しい介護予防・日常生活支援
総合事業がスタートします

どんなサービスが
利用できるの？

利用するには
どうすればいいの？

①介護予防・日常生活支援サービス事業 ②一般介護予防事業

①介護予防・日常生活支援サービス事業 ②一般介護予防事業

対象者対象者

大きく２つの事業があります

お住まいの地区の『地域包括支援センター』にご相談ください！

チェック票の活用により、迅速な
サービスの利用が可能になります

チェック票

25項目

今までどおりの
サービスが使えます

ポイント！

ポイント！

要支援１・２の人は何か変わるの？ 総合事業の相談窓口

　介護予防・日常生活支援総合事業は、65 歳以上の全ての人を対象に
介護保険制度の地域支援事業として市が実施するものです。
　住み慣れた地域で生活できるよう、ニーズに合った多様な介護予防と生活支援サービスを提供します。
　要支援１・２の人が利用している介護予防サービスの一部、訪問介護（ホームヘルプ）と通所介護（デ
イサービス）がこの事業に移行します。

介護保険の要支援１・２の認定を受けた人、
事業対象者としての判定を受けた人

○訪問型サービス……ホームヘルパーによる掃除・洗濯
　　　　　　　　　　などを中心とした生活援助など
○通所型サービス……通所介護事業所などでの運動機能
　　　　　　　　　　向上など

○介護予防教室、健康相談
○高齢者の居場所づくりを通しての
　交流促進、生きがいづくり
○玄米ダンベル体操、脳トレなど

事業対象者の判定は、地域包括支
援センター窓口などでチェック票
を用いて行います。

65 歳以上の全ての人が利用できま
す。地域包括支援センター窓口など
で利用者に合った
事業を紹介します。

予防給付のうち、訪問介護と通所介護は総
合事業へ移行しますが、これまでのサービ
ス利用に変更はありません。

総合事業の利用については、
地域包括支援センターにご
相談ください。

事業者名 連絡先 対象地区
大口地域包括
支援センター ☎㉓２３７７ 大口

菱刈地域包括
支援センター ☎㉖１３０７ 菱刈

65 歳以上の全ての人

介護保険の予防サービスが　　わります変平成 29 年４月から
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田島充絆（大口小１年）
外木場麻愛（湯之尾小１年）
松尾幸弥（大口小２年）
佐土原大稀（大口東小２年）
福元悠也（曽木小２年）
髙見京伽（大口小３年）
盛永陽南（南永小３年）
池田菜桜（牛尾小 4 年）
大渕空（羽月小４年）
尾口絢菜（針持小 4 年）
前野華乃音（大口小 5 年）
伊藤凛音（山野小 5 年）
長野比呂（山野小 5 年）
永田眞寧（大口小 6 年）
髙田勇正（山野小６年）
原口義斗（湯之尾小６年）

田中雅匡（大口小１年）
中村紗耶香（羽月西小１年）
米澤優空（羽月小 2 年）
伊藤蓮二（山野小３年）
熊ケ迫七海（羽月西小３年）	
小原佑菜（湯之尾小４年）
髙嶋明花（南永小４年）
坂元陽向（羽月小５年）
山元雄宇（田中小５年）
髙嶋天真（南永小６年）
福岡来実（田中小６年）
前田奈月（大口中央中 1 年）
川添花恋（大口明光学園中 2 年）
清松小桃（大口中央中２年）
中原田夏音（大口明光学園中 3 年）
宮後百花（大口明光学園中 3 年）

中村伊里（山野小 1 年）
久保田明羅（湯之尾小 3 年）
中村由孝（山野小４年）
小迫樹里（羽月西小５年）
堂前愛心（大口明光学園中 1 年）
山脇琴音（大口明光学園中２年）
濱安佑（大口明光学園中３年）

山下花菜（大口中央中 2 年）

消防長賞

森山碧月（大口明光学園中1年）

奨励賞

３月は空気が乾燥し、１年で火災が最も発生しやすい時期です。
火の取扱いには十分注意してください。

期 間 ３月１日（水）～７日（火）

問い合わせ先　伊佐湧水消防組合消防本部　	☎�０１１９

　春季全国火災予防運動の一環で
伊佐湧水消防組合が募集した「防
火ポスターコンクール」に 168
作品の応募がありました。入賞者
は次の皆さんです。（市内小・中
学校のみ掲載。敬称略）

大口地区の作品
大口ふれあいセンター２
階展示場

３月１日（水）～７日（火）

菱刈地区の作品
市役所菱刈庁舎１階玄関
ロビー

展示場所

展示期間

防火ポスターコンクール

　交通災害共済は、交通事故（自損事故・自転車による事故を含む）でケガをした場合などに、加入者本人に
見舞金が支払われる制度です。４月１日現在で伊佐市に住民登録・外国人登録している人なら、どなたでも加
入できます。万が一に備えて家族みんなで加入しましょう。
会　　費　１人あたり 500 円
共済期間　平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日
※４月１日以降に加入した場合は、会費納付の翌日～平成 30 年３月 31 日。
納付場所　市役所の公金取扱所または市内の金融機関（ゆうちょ銀行は不可）
見舞金額　治療日数に応じて２万５千円～ 18 万円。死亡の場合は 100 万円。
問い合わせ先　総務課交通消防防災係　☎㉓１３１１

交通災害共済に加入しませんか

金賞 銀賞 銅賞

応募作品を
展示します
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引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！
住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、
選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です ｡ 異動したときには、市区
町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です（法律上の義務です）。

※正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、
　５万円以下の過料に処されることがあります。

◆ ｢ 通知カード ｣､｢ マイナンバーカード（個人番号
　 カード）｣､｢ 住民基本台帳カード ｣ の住所変更の
　 届出もお忘れなく！

◎他の市区町村に転出・転入する場合

◎伊佐市内で転居する場合

【転出前（転出届）】

【転入した日から14 日以内（転入届）】

【転居した日から14 日以内（転居届）】

転出届を提出して
転出証明書を受け取る

転出証明書を添えて
転入届を提出する

転居届を提出する

引越前の
市区町村

引越先の
市区町村

伊佐市役所
大口・菱刈庁舎

問い合わせ先　市民課市民係　☎㉓１３１１

これらの「住所」は
最新のもの にする

必要があります。

（個人番号カード）
○身分証明書となる
　「マイナンバーカード」

○住民の皆さんに送付している
　マイナンバーの ｢ 通知カード ｣

（おもて面）

◆マイナンバーの｢通知カード｣､

｢マイナンバーカード｣､
(個人番号カード)

｢住民基本台帳カード｣

の住所変更の届出も

お忘れなく！

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、

◆住民票の異動の届出を！

（転出届、転入届、転居届等）

○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、

国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など

につながる大切な手続です｡

○住民の皆様に送付している
マイナンバーの｢通知カード｣

市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です！

引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

[転入した日から14日以内に]
転出証明書を添えて
転入届を提出 ※詳しくは、お住まいの市区町村

の窓口へお問合せください。

◎他の市区町村に転出・転入される場合
[転出前に]
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

◎同一の市区町村内で転居される場合

[転居した日から14日以内に]
転居届を提出

身分証明書となる
「マイナンバーカード」

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

(おもて面) (おもて面)(個人番号カード)

（法律上の義務です）

（正当な理由がなく住民票の
異動の届出をしない場合、
５万円以下の過料に処され
ることがあります。）

引越前の
市区町村

引越先の
市区町村

お住まいの
市区町村

（おもて面）

◆マイナンバーの｢通知カード｣､

｢マイナンバーカード｣､
(個人番号カード)

｢住民基本台帳カード｣

の住所変更の届出も

お忘れなく！

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、

◆住民票の異動の届出を！

（転出届、転入届、転居届等）

○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、

国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録など

につながる大切な手続です｡

○住民の皆様に送付している
マイナンバーの｢通知カード｣

市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です！

引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

[転入した日から14日以内に]
転出証明書を添えて
転入届を提出 ※詳しくは、お住まいの市区町村

の窓口へお問合せください。

◎他の市区町村に転出・転入される場合
[転出前に]
転出届を提出して
転出証明書を受け取る

◎同一の市区町村内で転居される場合

[転居した日から14日以内に]
転居届を提出

身分証明書となる
「マイナンバーカード」

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

(おもて面) (おもて面)(個人番号カード)

（法律上の義務です）

（正当な理由がなく住民票の
異動の届出をしない場合、
５万円以下の過料に処され
ることがあります。）

引越前の
市区町村

引越先の
市区町村

お住まいの
市区町村

　祭り当日、会場で販売やＰＲを行う出店者を募集します。
日　　時　４月２日（日）９時～ 16 時（雨天中止）
出店条件　伊佐市内の個人、団体及び主催者が指定する団体
①調理を伴う食品の出店　6,000 円
②調理を伴わない食品の出店　3,000 円
③食品以外の出店・フリーマーケット　1,000 円
※１区画の広さは３ｍ×３ｍ
※タープテント等を各自持ち込んでください。（有料でテント貸出）
※電気が必要な場合は、発電機を持ち込んでください。
申込方法　出店要領及び出店申込書を伊佐市観光特産協会事務局に
　　　　　ご請求ください。
申込期限　３月 17 日（金）
提出・問い合わせ先　伊佐市観光特産協会事務局（曽木の滝公園内）
　　　　　　　　　　☎㉘２６００（10 時～ 17 時、月曜休み）

商
工
会
女
性
部
に
よ
る

「
福
か
ざ
り
展
」開
催
！

期間会場

～

３
火曜日

14

日曜日

４
２

問い合わせ先

社会教育課社会教育係			☎㉓１３１１

大
口
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

１
階
ア
ト
リ
ウ
ム

　　　入学・就職・転勤等による引越しで
住所を異動する人は届出をしてください

出店者募集忠元公園桜まつり
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住みよい地域づくりに参加しましょう自治会に加入して

歳　入　　31 億 5,875 万 4 千円

	保険料 			　　４億 9,247 万円

	国庫支出金 			　　８億 6,688 万円

	県支出金 						4 億 4,825 万５千円

	支払基金交付金 						7 億 9,808 万 1 千円

	繰入金 			4 億 8,707 万 5 千円

	繰越金 												6,222 万 2 千円

	諸収入ほか 																		377 万 1 千円

歳　出　　30 億 7,767 万５千円

	総務費 							1 億 1,537 万５千円

	保険給付費 		28 億 1,926 万 3 千円

	地域支援事業費 												7,655 万 8 千円

	保健福祉事業費 																		303 万 4 千円

	諸支出金 														6,334 万３千円

	基金積立金 													　				10 万 2 千円
問い合わせ先　健康長寿課介護保険係　☎㉓１３１１

※給付費１％未満のサービス費は表示していません。

　介護保険は、介護が必要な人や介護する家族の負担を社会全体で支え、介護が必要になっても住み
慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。
　保険給付の状況など保険財政の内容
を理解していただき、適正かつ健全な
介護保険制度の運営を行うため平成27
年度の実績を報告します。

平成 27 年度   介護保険事業特別会計報告

平成 27 年度介護保険事業
特別会計の収支決算

平成 27 年度介護保険給付費の歳出内訳

特定入所者介護
サービス費等6％

訪問介護３％

高額介護
サービス費等3％

介護老人保健施設18％

訪問看護２％

介護療養型
医療施設６％

介護老人福祉施設20％

通所介護６％

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護3％

通所リハビリ
テーション７％

認知症対応型共同生活介護１5％

短期入所
サービス１％

小規模多機能型居宅介護３％

福祉用具・住宅改修サービス３％

居宅介護支援３％
特定施設入居者生活介護１％

総額  28 億 1,926 万 3 千円

在宅サービス
26％

地域密着型
サービス
21％

その他サービス
９％

施設サービス
44％

　もし、熊本地震のような災害が
自分の住む地域で起きたら、あな
たはどうしますか。地震や水害な
どの大きな災害があったとき、人
はひとりでは対応できません。
　自治会は、地域の人と人との
つながりを大切にし、いざとい
うとき助け合えるように話し合
い、活動しています。
　主にごみステーションや防犯灯の設置管理、
自主的な防災・防犯活動、定期的な清掃活動
など、安全・安心で快適に生活できるよう取
り組んでいます。

　伊佐市には現在 272 の自治会が
ありますが、少子高齢化や近年のア
パート住まい世帯の増加などに伴い、
自治会への加入率は減少しています。
一部の自治会では、活動や運営が難
しくなってきています。
　自治会未加入者が増えると、災害
発生時の避難体制や連絡体制、情報

伝達などに影響が生じる可能性があります。
　住みよい地域づくりに参加・協力するために
も自治会に加入しましょう。
問い合わせ先　企画政策課共生協働推進係

☎㉓１３１１


